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１ 都道府県労働局雇用均等室への相談 

 

○ 平成２１年度に、都道府県労働局雇用均等室に寄せられた育児・介護休

業法に関する相談は、７３，５０９件であった。（図１、表１） 

 

○ 相談者の内訳を見ると、事業主からの相談が４９，６６７件であり、全

体の６７．６％を占め、平成２２年６月３０日より施行される改正育児・

介護休業法の内容等に関する問い合わせが多く寄せられた結果、昨年度よ

り１６，００８件増加している。 

また、労働者からの相談は９，３１１件となり、昨年度より約１千件増

加している。 

 

相談件数の推移 (図1) 
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◆ 育児・介護休業法に関する相談は約７万３千５百件。 

◆ 労働者からの相談は引き続き増加し、昨年度より約１千件増。 
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   相談者別相談内容の内訳 （表１）         （件） 

相談内容 労働者 事業主 その他 合計 
平成20年

度 

育 

児 

関 

係 

育児休業関係 4,648 11,969 3,524 20,141 15,995 

子の看護休暇関係 461 3,526 955 4,942 3,536 

時間外労働の制限関係 193 2,355 753 3,301 2,551 

深夜業の制限関係 303 1,973 708 2,984 2,565 

勤務時間の短縮等の措置（第２３条）関係 1,541 7,138 1,853 10,532 7,236 

勤務時間の短縮等に準ずる措置（２４条）関係 115 994 260 1,369 1,302 

労働者の配置に関する配慮関係 148 51 26 225 182 

その他 1,059 8,418 2,336 11,813 4,853 

小計 8,468 36,424 10,415 55,307 38,220 

介 

護 

関 

係 

介護休業関係 516 4,154 1,123 5,793 5,293 

時間外労働の制限関係 28 1,592 605 2,225 1,800 

深夜業の制限関係 29 1,515 589 2,133 1,732 

勤務時間の短縮等の措置（第２３条）関係 90 2,197 759 3,046 2,725 

勤務時間の短縮等に準ずる措置（２４条）関係 11 306 67 384 233 

労働者の配置に関する配慮関係 16 2 7 ２５ 36 

その他 151 3,253 949 4,353 1,030 

小計 841 13,019 4,099 17,959 12,849 

職業家庭両立推進者 2 224 17 243 138 

合    計 9,311 49,667 14,531 73,509 51，207 

 

○ 相談総件数について、内容別にみると、育児関係で最も多いのが「育児休

業関係」で２０，１４１件で、次いで多いのが「その他」（１１，８１３件）、

「勤務時間の短縮等の措置関係」（１０，５３２件）となっている。（表１） 

 

○ 介護関係では、「介護休業関係」が５，７９３件、「その他」４，３５３件、

「勤務時間短縮等の措置関係」３，０４６件の順となっている。（表１） 

 



3 
 

労働者からの権利等に関する相談内容内訳 （表２）         (件) 

相談内容 ２１年度 ２０年度 

育 

児 

関 

係 

育児休業関係（期間雇用者又は不利益取扱い関係を除く） 900 968 

期間雇用者の休業関係 228 237 

休業に係る不利益取扱い関係 1,657 1,262 

子の看護休暇関係 120 111 

時間外労働の制限関係 41 76 

深夜業の制限関係 99 123 

勤務時間の短縮等の措置（第２３条）関係 572 539 

勤務時間の短縮等に準ずる措置（２４条）関係 29 39 

労働者の配置に関する配慮関係 148 117 

その他 263 238 

小計 4,057 3,710 

介 

護 

関 

係 

介護休業関係（期間雇用者又は不利益取扱い関係を除く） 119 134 

期間雇用者の休業関係 13 11 

休業に係る不利益取扱い関係 39 31 

時間外労働の制限に係る関係 3 3 

深夜業の制限関係 6 11 

勤務時間の短縮等の措置（第２３条）関係 22 22 

勤務時間の短縮等に準ずる措置（２４条）関係 4 3 

労働者の配置に関する配慮関係 16 24 

その他 19 17 

小計 241 256 

合  計 4,298 3,966 

 

○ 相談のうち実際に問題が生じた労働者からの相談の内容についてみると、

育児関係では「休業に係る不利益取扱い関係」が１，６５７件と昨年度からひ

きつづき最も多くなっており、次いで「育児休業関係」９００件が多くなって

いる。（表２） 

 

○ 介護関係では、件数的には育児関係に比較して少ないが「介護休業関係」 

（１１９件）が最も多い。（表２） 
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２  都道府県労働局長による紛争解決の援助（育児・介護休業法 

第５２条の４） 

 

 

◆ 育児・介護休業法第５２条の４に基づく紛争解決の援助の申立件数は

１０７件。 

◆ 育児休業に係る不利益取扱いに関する事案が７割を占める。 

◆ 援助を終了した事案の８割以上が解決。 

 

 

 

○ 平成２１年９月３０日よりスタートした育児・介護休業法第５２条の

４に基づく紛争解決の援助の申立件数は１０７件。 

 

○ 女性労働者からの申立が９９件と大部分を占めるが、男性労働者から

８件の申立があった。 

 

○ 申立の内容をみると、育児休業に係る不利益取扱い関係（法第１０条）

が７５件と最も多い。（表３）。男性からの申立８件のうち４件は、配

置に関する配慮関係（法第２６条）である。 

 

○ 平成２１年度中に援助を終了した事案８８件のうち、８割を超える 

７５件について都道府県労働局長が助言・指導・勧告を行った結果、解

決をみている。 
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紛争解決の援助内容の申立受理の内容別件数 (表３)   （件） 

相談内容 ２１年度 

育 

児 

関 

係 

 

育児休業関係（法第５条、第６条） １１ 

期間雇用者の休業関係（法第５条、第６条） ４ 

休業に係る不利益取扱い関係（法第１０条） ７５ 

子の看護休暇関係（法第１６条の２，第１６条の３） １ 

時間外労働の制限関係（法第１７条） ０ 

深夜業の制限関係（法第１９条） ２ 

勤務時間の短縮等の措置関係（法第２３条） ５ 

労働者の配置に関する配慮関係（法第２６条） ４ 

小計 １０２ 

介 

護 

関 

係 

介護休業関係（法第１１条、第１２条） ０ 

期間雇用者の休業関係（法第１１条、第１２条） ０ 

休業に係る不利益取扱い関係（法第１６条） ３ 

時間外労働の制限関係（法第１８条） ０ 

深夜業の制限関係（法第２０条） ０ 

勤務時間の短縮等の措置関係（法第２３条） ０ 

労働者の配置に関する配慮関係（法第２６条） ２ 

小計 ５ 

合  計 １０７ 

 

 

 

３ 都道府県労働局雇用均等室における指導 

 

 

○ 平成２１年度は、７，１７２事業所を対象に法第５６条に基づく報告

徴収を実施し、このうち６，２４４事業所に対し、２６，９４１件の指

導を行った。（表４、５）前年度から引き続いて指導を行った事案も含

め、全体の約８割が平成２１年度中に是正されている。 

 

◆  法第５６条に基づく指導件数は、約２万７千件。 
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○ 指導事項としては介護休業に係る指導が３，２９５件と最も多く、次

いで育児休業に係る指導３，１３７件となっている。（表５） 

 

 

報告の徴収を行った事業所数 (表４)       (所) 

事業所数 

 

報告の徴収を行った事

業所数 

助言を行った事業所数 

総  数 ７，１７２ ６，２４４ 

 

 

指導件数推移 (表５)            (件) 

育児関係 平成２０年度 平成２１年度 介護関係 平成２０年度 平成２１年度 

育児休業関係 
４，６４３  

 （２０．４％） 

３，１３７ 

（１９．４％） 
介護休業関係 

４，７２７ 

（３０．３％） 

３，２９５ 

（３０．４％） 

子の看護休暇関係 
５３      

（１６．７％） 

２，６０４ 

（１６．２％） 
 

  

時間外労働の制限の制度関

係 

３，３８７ 

（１４．９％） 

２，４０８ 

（１５．０％） 

時間外労働の制限の制度関

係 

３，４０５ 

（２１．９％） 

２，４２９ 

（２２．４％） 

深夜業の制限の制度関係 
２，３４８ 

 （１０．３％） 

１，６２６ 

（１０．１％） 
深夜業の制限の制度関係 

２，２８６ 

（１４．７％） 

１，５７７ 

（１４．６％） 

勤務時間他の短縮等の措置

（第２３条）に関する制度 

３，５１０ 

（１５．４％） 

２，４５０ 

（１５．２％） 

勤務時間他の短縮等の措置

（第２３条）に関する制度 

４，５２９ 

（２９．１％） 

３，０８８ 

（２８．５％） 

勤務時間の短縮等に準ずる

措置（第２４条）に関する制度 

３，９２５ 

（１７．３％） 

２，８８８ 

（１７．９％） 

勤務時間の短縮等に準ずる

措置（第２４条）に関する制度 

４６６ 

（３．０％） 

３３４ 

（３．１％） 

労働者の配置に関する配慮

に係る事案 

３ 

（０．０％） 

５ 

（０．０％） 

労働者の配置に関する配慮

に係る事案 

２ 

（０．０％） 

１ 

（０．０％） 

その他 
１，０９０ 

（４．８％） 

９８６ 

（６．１％） 
その他 

１６０ 

（１．０％） 

１１３ 

（１．０％） 

小計 
２２，７４８ 

（１００．０％） 

１６，１０４ 

（１００．０％） 
小計 

１５，５７６ 

（１００．０％） 

１０，８３７ 

（１００．０％） 

合   計 ３８，３２４ ２６，９４１ 
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４ 育児休業の取得等を理由とした解雇等不利益取扱いについて 

 

○ 労働者からの権利等に関する相談の内容をみると、前述したとおり育児

休業の取得等を理由とした不利益取扱いに関する相談（法第１０条関係）

が年々増加し、１，６５７件であり、育児関係全体の４０．８％を占め、

昨年度より３９５件増加している。（表２、図２） 

 

○ 育児休業の取得等を理由とした不利益取扱いに関する相談を端緒に指導

を行った件数は２９件となっているが（表６）、一方で前述のとおり平

成２１年９月３０日よりスタートした育児・介護休業法第５２条の４に基

づく紛争解決の援助を申し立てられた件数が半年で７５件あり、個別の問

題の解決について、当該制度が利用されているところである。 

 

 

労働者からの権利等に関する相談内容の内訳(育児関係) (図2) 

 

育児休業制度

900 件

(22.2%)

期間雇用者の

休業に係る事

案228 件5.6%)

休業に係る不利益

取扱い事案

1,657 件(40.8%)

子の看護休暇の制

度120 件(3.0%)

時間外労働の

制限の制度

41 件(1.0%)

深夜業の制限の

制度99件 (2.4%)

勤務時間の短縮等

の措置（第２３

条）に関する制度

572 件(14.1%)

勤務時間の短縮等

に準ずる措置（第

２４条）に関する

制度29 件(0.7%)

労働者の配置に関

する配慮に係る事

案148 件(3.6%)

その他

263 件

(6.5%)

◆  育児休業の取得等を理由とした不利益取扱いに関する相談は１，６５７件で、昨

年度より３９５件増加。 
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育児休業の取得等を理由とした不利益取扱い (表６)           (件) 

 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

労働者からの相談 ５２１ ６１２ ７２２ ８８２ １，２６２ １，６５７ 

法第５６条に基づく

指導 
３２ ３７ ２９ ３５ ５３ ２９ 

是正※ ３３ ３６ ２７ ３４ ５３ ３３ 

育児休業給付 

初回受給者数 
１１１，９２８ １１８，３３９ １３１，５４２ １４９，０５４ １６６，６６１ １８３，５４２ 

      ※  当該年度以前に指導を開始した事案に係る是正件数を含む 

 

労働者からの不利益取扱いに関する相談状況 (表７)  (件) 

 労働者からの相談 

平
成
２
０
年
度 

第１四半期 ２７６ 

第２四半期 ２３６ 

第３四半期 ３０３ 

第４四半期 ４４７ 

合計 １，２６２ 

平
成
２
１
年
度 

第１四半期 ４５６ 

第２四半期 ３９２ 

第３四半期 ３５９ 

第４四半期 ４５０ 

合計 １，６５７ 

 


